
 

 

 

 

 

 私たちの暮らしは、豊かな食の恵みに支えられています。しかしながら、まだ食べられ

るにもかかわらず廃棄されてしまう「食品ロス」は、環境への負荷や資源の無駄遣い、そ

して食料の不均衡といった多くの課題を引き起こしています。 

 持続可能な社会を築くためには、限りある資源を大切にし、食を「消費する責任」をす

べての人が共有することが求められています。また、食品ロスの削減は、地球温暖化対策、

地域経済の活性化、食育の推進など、多方面にわたる意義を持つものです。 

 ここに、地域全体で連携しながら食品ロスの削減を推進し、次の世代に豊かな自然と持

続可能な食の循環を引き継いでいくため、この条例骨子（案）をまとめました。 

 

条例骨子（案） 

 

 

「（仮称）松阪市食品ロス削減推進条例」とします。 

 

 

 

 食品ロスの削減に関し、市の責務並びに食品関連事業者等及び市民等の役割を明らかに

するとともに、食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食品

ロスの削減を総合的に推進し持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等

に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１項に規定する医薬品、同条第２項

に規定する医薬部外品及び同条第９項に規定する再生医療等製品以外のものをいいます。 

●「食品ロス」とは 

 まだ食べることができる食品が廃棄されてしまうことをいいます。 

●「食品関連事業者等」とは 

 食品の製造、加工、卸売若しくは小売又は食事の提供を行う事業者及び農林漁業者並び

にこれらの者がそれぞれ組織する団体で市が運営する施設以外のものをいいます。 

 

 

 

 食品ロスの削減に関し、国及び地方公共団体との連携を図りつつ、市の特性に応じた施

策を策定し、及び実施するものとします。 

松阪市食品ロス削減推進条例骨子（案）について 

１．条例名 

２．目 的 

３．定 義 

４．市の責務 



 

● 市民等が主体的に食品ロスの削減に理解を深め行動するよう、市民等に対し、食品の

購入方法又は食品関連事業者等、関係機関及び関係団体等が行う食品ロスの削減に資す

る取組等の普及啓発を行うものとします。 

● 食品関連事業者等、関係機関及び関係団体等に対し、未利用食品等の活用又は先駆的

な取組に関する食品ロスの削減の推進に資する情報の提供を行うものとします。 

 

 

 

食品ロスの削減について、積極的に取り組むよう努め、国、県及び市が実施する食品ロ

スの削減に関する施策に協力するよう努めるものとします。 

 

 

 

食に関する知識を深め、食品ロスの削減の重要性についての理解と関心を深めるととも

に、食品ロスの削減に積極的に取り組むよう努め、国、県及び市が実施する食品ロスの削

減に関する施策の目的を理解し、日常生活の中で食品ロスの削減のために自らができるこ

とを考え、賞味期限（定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品

質の保持が十分に可能であると認められる期限をいう。）及び消費期限（定められた方法に

より保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性をかくこととな

るおそれがないと認められる期限をいう。）を正確に理解した上で、食品の購入、保存又は

調理の方法を改善すること等により食品ロスの削減について自主的に取り組むよう努める

ものとします。 

 

 

 

● 食品ロスの削減に関する施策 

 (１) 市は、市の施設において、食品ロスの削減に取り組むよう努めるものとします。 

 (２) 市は、市民等の食に関する理解を深め、食品ロスの削減の取組を促進するため、

普及啓発、情報の提供、その他必要な施策を講ずるものとします。 

 (３) 市は、大切な食料資源を無駄なく有効活用するため、食品廃棄物の再生利用等に

関する普及活動等の食育の推進を図るものとします。 

● 食品関連事業者等の取組の促進 

市は、食品関連事業者等の食品ロスの削減に向けた取組を促進するため、人材の育成、

情報の提供その他必要な施策を講ずるものとします。 

● 関係者相互の連携及び取組の促進 

市は、食品関連事業者等、市民等、関係機関及び関係団体等並びに市が相互に連携し、

これらの者が持続的かつ自主的に食品ロスの削減に向けた取組を行うよう、普及啓発、

情報の提供その他必要な施策を講ずるものとします。 

● 食品の提供に係る関係者相互の連携の強化 

市は、食品関連事業者等その他の者から提供された未利用食品等を活用し、それらを

５．食品関連事業者等の役割 

６．市民等の役割 

７．食品ロスの削減に関する施策の推進 



 

必要とする者へ提供するための活動が円滑に行われるよう、当該活動に係る関係者相互

の連携の強化等を図るために必要な施策を講ずるものとします。 

 

 

 

 

 


